
特定教育・保育施設等確認指導　監査基準（小規模保育施設）

No. 項目
根拠
法令

チェックの視点 確認方法 文書指摘 口頭指摘 助言指導

1 認可 1ページ
法第46条
第1項

・市からの認可を受けたことを証する書類があ
るか

・認可指令書・認定通知等を確認 ・市からの認可を受けたことを証する書
類がない

(1)

条例第3
条第1項

・保育所等の保育理念・保育方針・保育目標な
どに記載されているか

・運営規程（園規則）、全体的な計画等に記載さ
れている保育理念等を確認

・全ての子どもが健やかに成長するた
めに適切な環境が等しく確保されるこ
とを目指すものとなっていない

(2)

条例第3
条第5項

・24教育・保育給付認定子どもを平等に取り扱
う原則、25虐待等の禁止の欄と同じ

・24教育・保育給付認定子どもを平等に取り扱
う原則、25虐待等の禁止の欄で確認

・子どもの意思及び人格を尊重して、
常に子どもの立場に立って保育を提供
するように努めていない

(3)

条例第3
条第6項

・10小学校等との連携、30地域との連携等の欄
と同じ

・10小学校等との連携、30地域との連携等の欄
で確認

・地域及び家庭との結び付きを重視し
た運営を行い、各保育等関係者との密
接な連携に努めていない

(4)

条例第3
条第7項

21勤務体制の確保等(3)、25虐待等の禁止の欄
と同じ

・21勤務体制の確保等(3)、25虐待等の禁止の
欄で確認

・人権の擁護、虐待の防止等のための
必要な体制の整備、研修等の措置を
講じるよう努めていない

・人権の擁護、虐待の防止等のための
必要な体制の整備、研修等の措置が
不十分である

※

(1) 家庭的保育事業

(2) 小規模保育事業
Ａ型及びＢ型

(3) 小規模保育事業
Ｃ型

(4) 居宅訪問型保育
事業

(5) 小規模型事業所
内保育事業Ａ型
及びＢ型

(6) 保育所型事業所
内保育事業

※

(1)

法第45条
第1項
条例第39
条第1項

・正当な理由なく利用申込みを拒否していない
か

※正当な理由とは
①定員に空きがない場合
②定員を上回る利用の申し込みがあった場合
③その他特別な事情がある場合
・特別な支援が必要な子どもの状況と施設、事業の受入れ能
力・体制との関係
・利用者負担の滞納との関係
・設置者・事業者による通園標準地域の設定との関係
・保護者とのトラブルとの関係
（事業者向けFAQより）

・聞き取り。拒否した事例がある場合は、正当な
理由に当たるか確認

・正当な理由なく利用申込みを拒否し
ている

※

(3)

条例第39
条第4項

・自ら適切な教育・保育を提供することが困難
である場合に、他施設を紹介する等の適切な
措置を講じているか

・聞き取り ・自ら適切な教育・保育を提供すること
が困難である場合に、他施設を紹介す
る等の措置を講じていない

児童福祉法第24条第3項（同法附則第73条第1項の規定により読み
替え）の規定により、当分の間、保育の必要性がある子ども（2号・3
号認定子ども）については、市が選考（利用調整）することになってい
るため、読み替え規定が存在する限り、適用除外。

　満3歳未満保育認定子どもに対し自ら適切な教育・保育を提供すること
が困難である場合は、連携施設その他の適切な特定教育・保育施設又は
特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じている。

法第45条
第2項
条例第39
条第2,3
項
児童福祉
法第24条
第3項（同
法附則第
73条第1
項の規定
により読
み替え）

※当面の間適用除外 ※当面の間適用除外 ※当面の間適用除外 ※当面の間適用除外 ※当面の間適用除外

5

正当な理由
のない提供
拒否の禁止
等

2ページ

　教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理
由がなければ、これを拒んでいない。

(2)

【定員を上回る利用の申込みがあった場合の選考】
　利用定員を超える利用申込みがあった場合においては、教育・保育給付
認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受
ける必要性が高いと認められる満3歳未満保育認定子どもが優先的に利
用できるよう選考している。
　また、選考方法をあらかじめ教育・保育給付認定保護者に明示した上
で、選考を行っている。

・重要事項を記載した文書により保護者に説明
しているか
・保護者の同意を得ているか（同意は、文書に
よることを要しない）

・重要事項説明書の有無の確認
・重要事項説明書の記載内容の確認
・運営規程（園規則）の記載内容との一致を確
認
・（整備されている場合には）同意書の確認
・保護者への説明、同意について聞き取り

・重要事項を記載した文書がない
・保護者に説明していない
・保護者から同意を得ていない

4
内容及び手
続の説明及
び同意

1ページ

　特定地域型保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用の申込みを
行った教育・保育給付認定保護者(以下「利用申込者」という。)に対し、条
例第46条に規定する運営規程の概要、条例第42条に規定する連携施設
の種類、名称、連携協力の概要、職員の勤務体制、第43条の規定により
支払を受ける費用に関する事項その他の利用申込者の保育の選択に資
すると認められる重要事項を記した文書（重要事項説明書）を交付して説
明を行い、同意を得ている。

条例第38
条,第53
条

保護者からの申出があった場合には、文書の交付に代えて、保護者
の承諾を得て、電磁的方法により提供することができる。この場合
は、当該文書を交付したものとみなす。

0歳と1～2歳に区分すること。

利用定員の数は、1人以上5人以下。

利用定員の数は、6人以上19人以下。

利用定員の数は、6人以上10人以下。

利用定員の数は、1人。

利用定員の数は、19人以下。

利用定員の数は、20人以上。

条例第37
条
伊勢原市
家庭的保
育事業等
の設備及
び運営に
関する基
準を定め
る条例第
43条第1
項,第47
条第1項

・20運営規程(6)の欄と同じ ・20運営規程(6)の欄で確認 ・3号認定子どもの区分で利用定員を
定めていない

　地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市、小学
校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、
他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉
サービスを提供する者との密接な連携に努めている。

　利用する小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責
任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、
研修を実施する等の措置を講ずるよう努めている。

3 利用定員 1ページ

　特定地域型保育事業の種類に応じ、3号認定子どもの区分で利用定員
を定めている。

確認監査
資料

指導監査事項

　子ども・子育て支援法（以下「法」という。）第46条第1項に規定する「地域
型保育事業の認可基準」を遵守し、認可を受けている。

2 一般原則 1ページ

　良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減につ
いて適切に配慮された内容及び水準の特定地域型保育の提供を行うこと
により、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保
されることを目指している。

　利用する小学校就学前子どもの意思及び人格を尊重し、常に小学校就
学前子どもの立場に立って特定地域型保育を提供するように努めている。



特定教育・保育施設等確認指導　監査基準（小規模保育施設）

No. 項目
根拠
法令

チェックの視点 確認方法 文書指摘 口頭指摘 助言指導
確認監査

資料
指導監査事項

(1)

法第54条
第2項
条例第40
条第1項

・市が行うあっせん・要請に、できる限り協力し
ているか

・聞き取り ・市が行うあっせん・要請に、協力して
いない

(2)

条例第40
条第2項

・市が行う調整・要請に、できる限り協力してい
るか

・聞き取り ・市が行う調整・要請に、協力していな
い

7
受給資格等
の確認

2ページ

条例第50
条で準用
する第8
条

・支給認定証や通知の内容を確認しているか ・聞き取り ・支給認定証や通知の内容を確認して
いない

(1)

条例第50
条で準用
する第9
条第1項

・教育・保育給付認定申請の援助を行っている
か

・聞き取り ・教育・保育給付認定申請の援助を
行っていない

※

9
子どもの心
身の状況等
の把握

2ページ

条例第41
条

・子どもの健康状態や家庭環境、他の施設の
利用状況を把握しているか
・アレルギーに関して適切な把握が行われてい
るか
・入所後の子どもの健康に関して、予防接種や
既往歴等を適宜追記する等、継続的に子ども
の心身の状況を把握しているか
・入所時の健康診断を適切に行っているか

・把握方法（健康診断・連絡帳・児童票・健康の
記録等）、他の施設の利用状況を確認
・アレルギーに関しては聞き取り（具体的な配慮
も含む）と生活管理指導票（代わる書類）で確
認

・子どもの入所時の健康診断を実施し
ていない
・定期健康診断を年2回実施していな
い（回数が不足している場合も含む）

・子どもの心身の状況、置かれている
環境、他の施設の利用状況等を把握
していない
・子どもの入所時の健康診断が遅延し
ていた
・施設として歯科検診を実施していない

・子どもの心身の状況、置かれている
環境、他の施設の利用状況等の把握
が不十分である

10
小学校等と
の連携

2ページ

条例第50
条で準用
する第11
条

・保育の提供の終了に際して、継続的に提供さ
れる教育・保育との円滑な接続に資するよう、
情報提供及び密接な連携に努めているか
・12特定教育・保育施設等との連携の欄と同じ

・12特定教育・保育施設等との連携の欄で確認 ・情報の提供及び密接な連携に努めて
いない

11
地域型保育
の提供の記
録

2ページ

条例第50
条で準用
する第12
条

・記録（児童票・保育日誌・出席簿等）等につい
て適切に行われているか

・記録の有無を確認
・子どもの処遇（継続的な成長・発達）を明らか
にする記録があるか

・児童票、保育日誌など子どもの処遇
を明らかにする記録を作成していない

・児童票、保育日誌など子どもの処遇
を明らかにする記録が作成されていな
い事例がある

・児童票、保育日誌など子どもの処遇
を明らかにする記録の内容が不十分
である

※

ア

イ

ウ

(2)

条例第42
条第4項

・保育の提供の終了に際して、継続的に提供さ
れる教育・保育との円滑な接続に資するよう、
情報提供及び密接な連携に努めているか

・聞き取り ・情報の提供及び密接な連携に努めて
いない

　特定地域型保育の提供の終了に際しては、満3歳未満保育認定子ども
について、連携施設又は他の特定教育・保育施設等において継続的に提
供される教育・保育との円滑な接続に資するよう、満3歳未満保育認定子
どもに係る情報の提供その他連携施設、特定教育・保育施設等、地域子
ども・子育て支援事業を実施する者等との密接な連携に努めている。

12
特定教育・
保育施設等
との連携

3ページ

(1)

居宅訪問型保育事業は対象外

【保育内容の支援】
　特定地域型保育の提供を受けている満3歳未満保育認定子どもに
集団保育を体験させるための機会の設定、特定地域型保育の適切
な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談、助言その他
の保育の内容に関する支援を行うこと。

※保育所型事業所内保育事業は対象外

【代替保育の提供】
　必要に応じて、代替保育を提供すること。

※代替保育とは、特定地域型保育事業所の職員の病気、休暇等に
より特定地域型保育を提供することができない場合に、当該特定地
域型保育事業者に代わって提供する特定教育・保育をいう。

※保育所型事業所内保育事業は対象外

【卒園後の受け皿】
　当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受け
ていた満3歳未満保育認定子どもを、当該特定地域型保育の提供の
終了に際して、当該満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給
付認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受
け入れて教育・保育を提供すること。

※事業所内保育事業従業員枠の子どもは対象外

条例第42
条第1～3
項

・連携施設を設定しているか
・（設定している場合）密接な連携に努めている
か

・連携に関する覚書を確認
・聞き取り

・連携施設を設定していない ・連携施設との密接な連携に努めてい
ない

緊急その他やむを得ない理由がある場合には、この限りでない。

　特定地域型保育の提供に当たっては、満3歳未満保育認定子どもの心
身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施設等の利用状
況等の把握に努めている。

　特定地域型保育の提供の終了に際しては、小学校における教育又は他
の特定教育・保育施設等において継続的に提供される教育・保育との円
滑な接続に資するよう、教育・保育給付認定子どもに係る情報の提供その
他小学校、特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者
その他の機関との密接な連携に努めている。

　特定地域型保育を提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を記
録している。
　※いわゆる「保育日誌」などを活用した日々の記録。

　特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が
継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こど
も園、幼稚園、保育所（以下「連携施設」という。）を適切に確保している。

条例第50
条で準用
する第9
条第2項

・教育・保育給付認定更新の援助を行っている
か

・聞き取り ・教育・保育給付認定更新の援助を
行っていない

　利用開始に際し、教育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証や
通知によって、教育・保育給付認定の有無、教育・保育給付認定子どもの
該当する区分、教育・保育給付認定の有効期間及び保育必要量（保育標
準時間、保育短時間）等を確かめている。

8

教育・保育
給付認定の
申請に係る
援助

2ページ

　教育・保育給付認定を受けていない保護者から利用の申込みがあった
場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに教育・保育給付認定の申
請が行われるよう必要な援助を行っている。

(2)

　教育・保育給付認定の変更の申請が遅くとも教育・保育給付認定保護者
が受けている教育・保育給付認定の有効期間の満了日の30日前には行
われるよう必要な援助を行っている。

6

あっせん、調
整及び要請
に対する協
力

2ページ

【市が行うあっせん及び要請への協力】
　当該特定地域型保育事業の利用について法第54条第1項の規定により
市が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力している。

【利用調整への協力】
　満3歳未満保育認定子どもに係る特定地域型保育事業の利用について
児童福祉法第24条第3項（同法附則第73条第1項の規定により読み替えて
適用する場合を含む。）の規定により市が行う調整及び要請に対し、でき
る限り協力している。



特定教育・保育施設等確認指導　監査基準（小規模保育施設）

No. 項目
根拠
法令

チェックの視点 確認方法 文書指摘 口頭指摘 助言指導
確認監査

資料
指導監査事項

(1)

条例第43
条第1項

・保護者から支払いを受ける保育料の支払い
時期は決まっているか
・支払い状況、支払額を適切に管理しているか
・年度途中の変更を適正に処理しているか

・利用者負担額の支払に係る書類の確認 ・保育料の管理をしていない
・保育料が市町村が定めた金額と相違
する
・必要な年度途中の変更をしていない

・保育料の支払い時期が決まっていな
い
・保育料の管理が不適切である
・年度途中の変更の管理が不適切で
ある

(2)

条例第43
条第3,6
項

・特定負担額（上乗せ徴収）として適切な費用
か
・保護者に書面等又は電磁的記録により事前
説明を行い、書面等又は電磁的記録による同
意を得ているか

・特定負担額（上乗せ徴収）に係る書類の確認
（保護者への説明書類、同意書）

・保護者への事前説明を行っていない
・保護者の同意を得ていない

・特定負担額（上乗せ徴収）として不適
切な費用がある
・保護者への事前説明が書面等又は
電磁的記録により行われていない
・保護者の同意が書面等又は電磁的
記録でない

※

ア

イ

ウ

エ

(4)

条例第43
条第5項

・領収証を交付しているか ・領収証の控えを確認
※集金封筒等に、金額、領収日を記載し、領収
印を押印のうえ、年度末に保護者に返却する等
の対応も可

・領収証を交付していない ・（集金封筒等で対応している場合）集
金封筒等を保護者に返却していない

(1)

条例第50
条で準用
する第14
条第1項

・地域型保育給付費の額を通知しているか ・地域型保育給付費の額に係る通知の確認 ・地域型保育給付費の額を通知してい
ない

(2)

条例第50
条で準用
する第14
条第2項

・特定地域型保育提供証明書を交付している
か

・特定地域型保育提供証明書を確認 ・特定地域型保育提供証明書を交付し
ていない

15
特定地域型
保育の取扱
方針

4ページ

条例第44
条

・全体的な計画が作成されているか
・指導計画（年間・月案・週案・日案・デイリープ
ログラム・食育・保健）が作成されているか
・クラス全体の計画とは別に個人別の計画を作
成する

・計画の有無を確認
（記載内容が保育指針等に沿ったものか確認）

・保育所保育指針に準じ、子どもの心
身の状況等に応じた保育の提供を適
切に行っていない
・保育・教育の計画のうち全体的な計
画を作成していない
・個別指導計画が作成されていない

・保育所保育指針に準じ、子どもの心
身の状況等に応じた保育の提供が不
十分である
・保育・教育の計画のうち指導計画が
適切に作成されていない
・個別指導計画が一部作成されていな
い
・全体的な計画の内容が不十分である
・指導計画の内容が不十分である

(1)

条例第45
条第1項

・指導計画が活用、評価・改善されているか
・保育士等は、保育の計画や保育の記録を通し
て、自らの保育実践を振り返り、自己評価する
ことを通して、その専門性の向上や保育実践の
改善に努めているか
・保育の質の向上を図るため、保育の計画の展
開や保育士等の自己評価を踏まえ、当該施設
の保育の内容等について、自ら評価を行い、改
善を図っているか

・自己評価用チェックリスト等を確認
・実施対象を確認

・施設による自己評価が行われていな
い

・保育士等による保育の内容等の自己
評価が行われていない
・施設による自己評価の結果を踏ま
え、保育の内容等の改善が図られてい
ない

(2)

条例第45
条第2項

・第三者評価を受審しているか（努力義務）
・結果を公表しているか
・評価結果を受けて改善を図っているか

・第三者評価受審状況、結果の公表方法を確
認
・アンケート等(保護者・外部)を実施し、公表、
改善等をしているか確認

・全く評価を受けていない
・第三者評価結果を公表していない
・評価結果を受けて改善を図っていな
い

17
相談及び援
助

4ページ

条例第50
条で準用
する第17
条

・子どもの健康状態や家庭環境等を把握してい
るか
・保護者の相談に応じ、助言・援助を行っている
か

・9子どもの心身の状況等の把握の欄と一緒に
確認（健康診断・連絡帳・児童票・健康の記録
等を確認）
・聞き取り

・子どもの心身の状況、置かれている
環境等を全く把握していない
・保護者の相談、助言・援助を全く行っ
ていない

・子どもの心身の状況、置かれている
環境等の把握が不十分である
・保護者の相談、助言・援助が不十分
である

18
緊急時等の
対応

4ページ

条例第50
条で準用
する第18
条

・保育中は、子どもの状況を観察し、何らかの
異常が発見された場合、その症状などにより速
やかに保護者に連絡するとともに、医療機関へ
連絡を行う等の適切な対処を行っているか

・保護者、医療機関への連絡方法等を確認 ・子どもの健康状態を観察していない
・保護者又は医療機関へ連絡を行う等
の必要な措置を講じていない

・保護者又は医療機関へ連絡を行う等
の必要な措置が不十分である

19

利用者に関
する市への
通知（不正
受給の防
止）

4ページ

条例第50
条で準用
する第19
条

・不正な支給に関し、市に通知しているか ・聞き取り ・不正な支給に関し、市に通知していな
い

　現に特定地域型保育の提供を行っているときに、教育・保育給付認定子
どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該教
育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は医療機関
への連絡を行う等の必要な措置を講じている。

　特定地域型保育を受けている教育・保育給付認定子どもに係る教育・保
育給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって給付費の支給を受
け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知
している。

16
特定地域型
保育に関す
る評価等

4ページ

【自己評価】
　自らその提供する特定地域型保育の質の評価を行い、常にその改善を
図っている。

【第三者評価】
　定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表し、常にその改
善を図るよう努めている。

　常に教育・保育給付認定子どもの心身の状況、置かれている環境等の
的確な把握に努め、教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付
認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、相談に適切に応じる
とともに、必要な助言その他の援助を行っている。

14

地域型保育
給付費等の
額に係る通
知等

4ページ

　法定代理受領により給付費の支給を受けた場合は、教育・保育給付認
定保護者に対し、当該教育・保育給付認定保護者に係る給付費の額を通
知している。

　法定代理受領を行わない特定地域型保育に係る費用の額の支払を受
けた場合は、提供した保育の内容、費用の額その他必要と認められる事
項を記載した特定地域型保育提供証明書を教育・保育給付認定保護者に
対して交付している。

　保育所保育指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、利用子ども
の心身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を適切に行っている。

同意については、文書によることを要しない。

　日用品、文房具その他の特定地域型保育に必要な物品の購入に
要する費用

　特定地域型保育等に係る行事への参加に要する費用

　特定地域型保育事業所に通う際に提供される便宜に要する費用

　その他特定地域型保育において提供される便宜に要する費用のう
ち、特定地域型保育事業の利用において通常必要とされるものに係
る費用であって、教育・保育給付認定保護者に負担させることが適
当と認められるもの

条例第43
条第4,6
項

・公定価格に算入されている費用（共用の保育
材料費など）を徴収していないか
・保護者に書面等又は電磁的記録によって事
前説明を行い、同意を得ているか（同意は、文
書によることを要しない）

・実費徴収に係る書類の確認（運営規程（園規
則）、重要事項説明書等、同意書）

・保護者への事前説明を行っていない
・保護者の同意を得ていない

・実費徴収として不適切な費用がある
・保護者への事前説明が書面等又は
電磁的記録により行われていない

13
利用者負担
額等の受領

3ページ
4ページ

【保育料（利用者負担額）の徴収】
　特定地域型保育を提供した際は、教育・保育給付認定保護者から当該
特定地域型保育に係る利用者負担額の支払を受けている。

【特定負担額の徴収（上乗せ徴収）】
　特定地域型保育の提供に当たって、保育の質の向上を図るために必要
であると認められる対価について、特定地域型保育費用基準額（公定価
格）と保育の質の向上を図るために要する費用との差額に相当する金額
の範囲内で教育・保育給付認定保護者から支払を受けている。
　また、当該支払を受ける場合、金銭の使途及び額並びに金銭の支払を
求める理由について教育・保育給付認定保護者へ書面等又は電磁的記
録により事前説明をし、書面等又は電磁的記録による同意を得ている。

(3)

【実費徴収】
　特定地域型保育事業の利用において通常必要とされる費用のうち、次
に掲げる費用の支払を教育・保育給付認定保護者から受けている。
　また、当該支払を受ける場合、金銭の使途及び額並びに金銭の支払を
求める理由について教育・保育給付認定保護者へ書面等又は電磁的記
録により事前説明をし、同意を得ている。

【領収証の発行】
　上記(1)～(3)の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当
該支払いをした教育・保育給付認定保護者に対し交付している。



特定教育・保育施設等確認指導　監査基準（小規模保育施設）

No. 項目
根拠
法令

チェックの視点 確認方法 文書指摘 口頭指摘 助言指導
確認監査

資料
指導監査事項

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(1)

条例第47
条第1項

・職員配置を適正に行っているか
・資格を要する職種については、資格要件を満
たす職員を配置しているか

・就業規則、シフト表の確認
・公定価格上の必要職員数を満たしているか確
認（職員一覧、保育士証等により確認）
・抽出した日時において、必要職員数を満たし
ているか確認（職員の出退勤の記録と子どもの
登降園簿により確認）

・基準に基づいた職員を配置していな
い
・職員の配置が不足している時間帯が
あった

※

(3)

条例第47
条第3項

・職員の資質向上を図るため、職員研修につい
て具体的計画が立てられているか
・職員に対し、資質向上のための研修の機会を
確保しているか
・研修報告書を作成しているか

・研修の計画、実施状況を確認 ・研修計画が作成されていない
・研修を実施していない

・事故の発生が職員の資質不足と認め
られる
・研修の機会が十分でない

・報告書を作成していない

※

23
重要事項の
掲示

5ページ

条例第50
条で準用
する第23
条

・重要事項を掲示しているか ・重要事項の掲示場所・掲示内容の確認
※重要事項説明書に穴をあけてひもを通し、掲
示板につるしている、ファイルに入れて玄関の
手に取りやすいところに置いている等も可

・重要事項を掲示していない ・掲示の仕方に工夫が必要な点がある

24

教育・保育
給付認定子
どもを平等
に取り扱う原
則

5ページ

条例第50
条で準用
する第24
条

・子どもの国籍や文化の違いを認め、互いに尊
重する心を育てるよう配慮しているか
・子どもの人権に十分配慮するとともに文化の
違いを尊重する心を育てているか
・子どもの性差や個人差にも配慮しつつ、性別
による固定的な意識を植え付けることのないよ
う配慮しているか
・障がいを理由とする差別をしていないか

・マニュアル等の整備書類や子どもを平等に取
り扱う研修・自己評価等の確認及び聞き取り

・子どもに対して差別的な対応をしてい
る事例がある
・障がいを理由とした不当な差別的取
扱いをすることにより、子どもの権利利
益を侵害している

・子どもの人権への配慮や互いに尊重
する心を育てるようにしていない
・性差への観念に配慮していない
・障がい児に対する合理的配慮を行っ
ていない

・研修・自己評価等で子どもを平等に
取り扱う原則について確認する機会が
ない

25
虐待等の禁
止

5ページ

条例第50
条で準用
する第25
条

・子どもに身体的な苦痛を与え、人格を辱める
ことがないようにしているか

・聞き取り
・虐待防止のための体制及び措置を確認（研
修、自己評価等）

・子どもに身体的な苦痛を与え、人格
を辱める行為がある

・人権擁護、虐待防止のための必要な
体制を整備していない
・人権擁護、虐待防止のための必要な
措置を講じていない

　事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、利用
者負担その他の利用申込者の特定地域型保育事業の選択に資すると認
められる重要事項を掲示している。

　教育・保育給付認定子どもの国籍、信条、社会的身分又は特定地域型
保育の提供に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをし
ていない。

　職員は、教育・保育給付認定子どもに対し、心身に有害な影響を与える
行為をしていない。

・定員を遵守していない

年度中における特定地域型保育に対する需要の増大への対応、法
第46条第5項に規定する便宜の提供への対応、児童福祉法第24条
第6項に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない
事情がある場合は、この限りでない。

満3歳未満保育認定子どもに対する特定地域型保育の提供に直接
影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

　職員の資質の向上のために、研修の機会を確保している。

22 定員の遵守 5ページ

　利用定員を超えて特定地域型保育の提供を行っていない。 条例第48
条

・定員を遵守しているか

条例第47
条第2項

・当該施設の職員によって特定地域型保育を
提供しているか

・労働者名簿の確認 ・当該施設の職員でない者が特定地域
型保育の提供をしている

21
勤務体制の
確保等

4ページ

　満3歳未満保育認定子どもに対し、適切な特定地域型保育を提供するこ
とができるよう、職員の勤務の体制を定めている。

(2)

　当該特定地域型保育事業所の職員によって特定地域型保育を提供して
いる。

・利用定員を超過していないか確認

事業の目的及び運営の方針

提供する特定地域型保育の内容

職員の職種、員数及び職務の内容

特定地域型保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日

教育・保育給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支払を求める理由
及びその額

利用定員

特定地域型保育事業の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当
たっての留意事項（選考方法を含む。）

緊急時等における対応方法

非常災害対策

条例第46
条

・運営規程（園規則）が整備されているか
・必要な項目が記載されているか
・記載内容と実態は一致しているか

・運営規程（園規則）の確認
・重要事項説明書の記載内容との一致を確認

・運営規程（園規則）が整備されていな
い

・運営規程（園規則）の内容に不足して
いる項目がある
・運営規程（園規則）の内容と実態が
相違している

・運営規程（園規則）の内容（定めなけ
ればならない項目以外）に実態と相違
している項目がある
・運営規程（園規則）の内容に軽微な
誤りがある

20 運営規程 4ページ

　次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（運営規程）を
定めている。

虐待の防止のための措置に関する事項

その他特定地域型保育事業の運営に関する重要事項



特定教育・保育施設等確認指導　監査基準（小規模保育施設）

No. 項目
根拠
法令

チェックの視点 確認方法 文書指摘 口頭指摘 助言指導
確認監査

資料
指導監査事項

(1)

条例第50
条で準用
する第27
条第1項

・職員は正当な理由がなく、業務上知り得た子
ども又は家族の秘密を漏らしていないか

・聞き取り ・職員による子ども又は家族の重要な
秘密の漏洩がある

(2)

条例第50
条で準用
する第27
条第2項

・職員であった者が、正当な理由がなく、業務上
知り得た子ども又は家族の秘密を漏らさないよ
う必要な措置を講じているか
・業務上知り得た情報の取扱いに不適切な点
はないか
・個人情報の守秘義務について、職員への周
知は行っているか

・秘密保持の体制を確認（法人内の規定の有
無、研修実施状況、自己評価等)

・職員（退職者を含む）に対して業務上
知り得た子ども又は家族の秘密を洩ら
さないよう措置を講じていない
・個人情報の取扱いに不適切な点（情
報が第三者の目に触れる状況にある
等）がある

・秘密保持のための必要な体制を整備
していない

(3)

条例第50
条で準用
する第27
条第3項

・情報提供を行う際に、あらかじめ書面等又は
電磁的記録により保護者の同意を得ているか

・個人情報使用同意書の確認 ・情報提供を行う際に保護者の同意を
得ていない

・情報提供を行う際に保護者の同意を
あらかじめ書面等又は電磁的記録で
得ていない

(1)

条例第50
条で準用
する第28
条第1項

・特定地域型保育事業の選択のため、特定地
域型保育の内容の情報提供をしているか

・施設案内（チラシ配布及び掲示、ホームペー
ジ等）の確認

・特定地域型保育の内容の情報提供
をしていない

(2)

条例第50
条で準用
する第28
条第2項

・広告内容が虚偽又は誇大なものとなっていな
いか

・施設案内（チラシ配布及び掲示、ホームペー
ジ等）の確認

・広告内容が虚偽である ・広告内容が誇大である

(1)

条例第50
条で準用
する第29
条第1項

・他の施設・職員に対し、紹介料等の名目で金
品を供与していないか

・聞き取り ・他の施設・職員に対し、金品を供与し
ている

(2)

条例第50
条で準用
する第29
条第2項

・他の施設・職員から、紹介料等の名目で金品
を収受していないか

・聞き取り ・他の施設・職員から金品を収受して
いる

※

(2)

条例第50
条で準用
する第30
条第2項

・苦情内容を記録しているか ・苦情内容の記録を確認 ・苦情の内容を記録していない ・苦情内容の記録が不十分である

(3)

条例第50
条で準用
する第30
条第3項

・苦情に関して市に協力しているか ・聞き取り ・苦情に関して市に全く協力していない ・苦情に関して市への協力が不十分で
ある

(4)

条例第50
条で準用
する第30
条第4項

・市が行う指導・監査に協力し、必要な改善を
図っているか

・聞き取り ・市が行う指導・監査に全く協力してい
ない
・市の指導・助言に従って改善を行って
いない

・市が行う指導・監査への協力が不十
分である
・市の指導・助言に従って行う改善が
不十分である

(5)

条例第50
条で準用
する第30
条第5項

・改善の内容を市に報告しているか ・聞き取り ・改善の内容を市に報告していない ・改善の内容の報告が不十分である

・苦情解決に対する取組が全く行われ
ていない

・苦情解決体制に関する要綱を整備し
ていない
・第三者委員を選任していない
・第三者委員に公平・中立な立場の人
が選任されていない
・第三者委員が直接苦情を受け付ける
体制となっていない
・第三者委員の連絡先を周知していな
い
・苦情解決体制を、保護者に周知して
いない

29 苦情解決
5ページ
6ページ

(1)

　提供した特定地域型保育に関する教育・保育給付認定子ども又はその
教育・保育給付認定保護者その他の当該教育・保育給付認定子どもの家
族（以下「教育・保育給付認定子ども等」という。）からの苦情に迅速かつ
適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必
要な措置を講じている。

条例第50
条で準用
する第30
条第1項
社会福祉
事業の経
営者によ
る福祉
サービス
に関する
苦情解決
の仕組み
の指針に
ついて

小規模保育事業にあっては、第三者委員も設置していること。

　苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録している。

　提供した特定地域型保育に関する教育・保育給付認定子ども等からの
苦情に関して市が実施する事業に協力するよう努めている。

　提供した特定地域型保育に関し、法第14条第1項の規定により市が行う
検査等に応じ、教育・保育給付認定子ども等からの苦情に関して市が行う
調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導
又は助言に従って必要な改善を行っている。

　市からの求めがあった場合には、上記(4)の改善の内容を市に報告して
いる。

・苦情解決の仕組みへの取組みが行われてい
るか
・苦情解決のための要綱が整備されているか
・苦情受付窓口、苦情解決責任者、第三者委
員が設置されているか
・第三者委員は適任者か
・苦情解決体制を保護者に周知しているか（お
知らせを配布する、ポスターを掲示する等）

※第三者委員の例示
評議員、監事又は監査役、社会福祉士、民生
委員・児童委員、大学教授、弁護士等

28
利益供与等
の禁止

5ページ

　小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特定地域型保育事業を
紹介することの対償として、他の保育事業者等に金品その他の財産上の
利益を供与していない。

　小学校就学前子ども又はその家族を他の保育事業者等に紹介すること
の対償として、金品その他の財産上の利益を収受していない。

・苦情解決体制、要綱、第三者委員、周知文書
又は電磁的記録の有無などを確認

　職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た教育・保育
給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置
を講じている。

27
情報の提供
等

5ページ

　特定地域型保育事業を利用しようとする小学校就学前子どもに係る教
育・保育給付認定保護者が、その希望を踏まえて適切に特定地域型保育
事業を選択することができるように、当該特定地域型保育事業が提供する
特定地域型保育の内容に関する情報の提供を行うよう努めている。

　特定地域型保育事業について広告をする場合において、その内容を虚
偽のもの又は誇大なものとしていない。

26 秘密保持等 5ページ

　職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た教育・保育
給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしていない。

　小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行
う者その他の機関に対して、教育・保育給付認定子どもに関する情報を提
供する際には、あらかじめ書面等又は電磁的記録により当該教育・保育
給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の同意を得ている。



特定教育・保育施設等確認指導　監査基準（小規模保育施設）

No. 項目
根拠
法令

チェックの視点 確認方法 文書指摘 口頭指摘 助言指導
確認監査

資料
指導監査事項

30
地域との連
携等

6ページ

条例第50
条で準用
する第31
条

・地域住民等との連携及び協力を行う等の地域
との交流を行っているか

・聞き取り ・地域との交流の取組みが不十分であ
る

ア

イ

ウ

(2)

条例第50
条で準用
する第32
条第2項

・事故やけが等をしたときは速やかに医療機関
に連れて行くなど適切な対応をしているか
・保護者への連絡を迅速に行っているか
・事故報告を市に対して行っているか

・1か月以上の治療を要する事故の場合、市に
報告しているか確認

・保護者への連絡を行っていない
・速やかに医療機関へ連れて行く等の
対応を行っていない
・報告の対象となる重大事故につい
て、市に報告していない

・保護者への連絡を一部行っていない
・事故やけが等をした時の対応に不適
切な面が見られる

(3)

条例第50
条で準用
する第32
条第3項

・事故が起きた時の具体的な状況、施設側や
医療機関の対応、経過、家族・関係機関への
連絡、防止策を記録しているか
・死亡、治療に要する期間が30日以上の事故
の他にアレルギー性ショック等の重大な事故は
報告書を作成しているか

・事故報告書の確認 ・事故の記録が作成されていない ・事故の記録の内容が不十分である

(4)

条例第50
条で準用
する第32
条第4項

・損害賠償を速やかに行っているか ・損害賠償の状況を確認 ・損害賠償を速やかに行っていない

32 会計の区分 6ページ

条例第50
条で準用
する第33
条

・施設会計と法人会計等を区分しているか
・私的利用と認められる支出はないか

・予算書・決算書、総勘定元帳、領収書等の確
認

・施設会計と他の会計が区分されてい
ない
・私的利用と認められる支出があった

・施設会計と他の会計が一部区分され
ていない
・領収書の保管が適切でない

（1）
条例第49
条第1項

・施設運営に必要な記録は整備されているか ・記録の有無を確認 ・職員、設備及び会計に関する諸記録
を整備していない

ア

イ

ウ

エ

オ

　特定地域型保育事業の会計をその他の事業の会計と区分している。

33 記録の整備 6ページ

　職員、設備及び会計に関する諸記録を整備している。

「19 利用者に関する市への通知（不正受給の防止）」に関し、市へ
の通知に係る記録

「29 苦情解決」に関し、苦情の内容等の記録

「31 事故発生の防止及び発生時の対応」に関し、事故の状況及び
事故に際して採った処置についての記録

　運営に当たって、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力
を行う等の地域との交流に努めている。

31
事故発生の
防止及び発
生時の対応

6ページ

(1)

　事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じてい
る。

　教育・保育給付認定子どもに対する特定地域型保育の提供により賠償
すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っている。

(2)

　満3歳未満保育認定子どもに対する特定地域型保育の提供に関する次
に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存している。

条例第49
条第2項

「11 地域型保育の提供の記録」に関し、提供した特定地域型保育に
係る記録

「15 特定地域型保育の取扱方針」に関し、その取扱方針に定めるも
のに基づく特定地域型保育の提供に当たっての計画

・子どもに関する記録が整備されているか
・5年間保存されているか

・記録の有無を確認 ・記録が全く整備されていない又は重
要な記録が整備されていないために運
営確認に支障が生じている、あるいは
生じる恐れがある

事故が発生した場合の対応、下記のイに規定する報告の方法等が
記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場
合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周
知徹底する体制を整備すること。

事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的
に行うこと。

　教育・保育給付認定子どもに対する特定地域型保育の提供により事故
が発生した場合は、速やかに市、当該教育・保育給付認定子どもの家族
等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じている。

　上記(2)の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録してい
る。

条例第50
条で準用
する第32
条第1項

・事故発生防止のための指針（事故防止・対応
マニュアル等）を整備しているか
・事故が発生した場合等に改善策を周知徹底
する体制が整備されているか
・事故発生防止のための委員会、研修を定期
的に行っているか
・事故の再発を防止するために、事故事例・ヒ
ヤリハット事例に対して防止策を会議等で検討
し、防止策を講じているか
・乳幼児突然死症候群の防止に配慮している
か
・特に0，1歳児について、仰向けに寝かせる、
睡眠中の子どもの顔色、呼吸の状態をきめ細
かく観察しているか
・呼吸チェックの間隔は10分以内となっている
か

・マニュアル、ヒヤリハットの確認
・事故防止のための委員会・研修の開催状況を
確認
・乳幼児突然死症候群防止のためのチェックリ
ストの確認
・上記リストのチェック間隔（5～10分程度）、
チェック方法は適正か(うつぶせ寝をさせていな
いか等)確認
・部屋の明るさを確認（顔色がわかる明るさ）

・事故発生防止のための指針を整備し
ていない
・事故が発生した場合等に改善策を周
知徹底していない
・事故発生防止のための委員会を設置
していない
・事故発生防止のための研修を全く実
施していない
・うつぶせ寝など睡眠時の対応に留意
すべき点がある
・乳幼児の睡眠中に顔色・呼吸などの
健康状態を観察していない、又は観察
していない時間帯がある
・乳幼児の睡眠中に顔色・呼吸などの
健康状態を観察はしているが記録がな
い

・事故発生防止のための指針の整備
が不十分である
・事故が発生した場合等の改善策の周
知徹底が不十分である
・事故発生防止のための委員会を開催
していない
・事故発生防止のための研修の実施
が不十分である
・乳幼児の睡眠中に顔色・呼吸などの
健康状態を観察していないクラスがあ
る
・乳幼児の睡眠中に顔色・呼吸などの
健康状態の観察に一部不適切な面が
ある

・ヒヤリハット事例の検証ができていな
い

・運営に必要な記録が一部整備されて
いない
・運営に必要な記録が５年間保存され
ていない


